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解
　
　
説

一
、
石
山
家

　
埼
玉
県
所
沢
市
教
育
委
員
会
所
蔵
の
『
石
山
家
文
書
』
は
、
近
世
後
期
に
お

い
て
氷
川
村
で
農
業
を
営
み
な
が
ら
、
神
事
舞
太
夫
、
寺
子
屋
師
匠
を
務
め
、

近
代
に
は
織
物
業
を
行
っ
て
い
た
石
山
家
が
所
有
し
て
い
た
史
料
群
で
あ
る
。

市
史
編
纂
の
折
に
、
石
山
家
よ
り
所
沢
教
育
委
員
会
へ
寄
託
さ
れ
て
、
そ
の

後
、
所
沢
市
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
、
現
在
は
教
育
委
員
会
で
所
蔵
、
管
理
さ

れ
て
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
教
育
委
員
会
刊
行
の
『
所
沢
市
史
調
査
資

料
34
　
石
山
家
文
書
目
録
』
に
は
、
資
料
目
録
と
と
も
に
解
説
が
付
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
、
石
山
家
の
歴
史
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
氷
川
村
の
氷
川
明
神
の
神
領
に
住
み
、
農
業
を
営
み
、
神
事
舞
太
夫
の
活
動

も
行
っ
て
い
た
清
助
が
、
文
政
十
二
年
正
月
中
に
欠
落
す
る
事
件
が
あ
っ
た
。

清
助
は
、
氷
川
神
社
の
神
事
に
神
職
と
し
て
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
保
六
年
四
月
に
、
上
清
戸
村
の
惣
兵
衛
の
子
で
あ
っ
た
五
郎
右
衛
門
が
、
清

助
の
跡
式
を
継
ぎ
、
文
之
進
・
文
吉
を
名
の
っ
た
。
文
之
進
は
、
神
事
舞
太
夫

と
し
て
祈
祷
、
神
事
に
従
事
し
て
い
た
が
、
天
保
十
一
年
に
争
論
に
ま
き
こ
ま

れ
、
寺
社
奉
行
所
よ
り
お
咎
め
を
う
け
、
装
束
、
家
職
を
一
時
的
に
と
り
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
天
保
十
五
年
に
は
装
束
な
ど
が
戻
さ
れ
て
、
文
之
進

は
活
動
を
再
開
し
た
。
弘
化
三
年
に
は
彼
は
苗
字
を
名
の
る
た
め
に
訴
訟
を
お

こ
し
て
、
苗
字
を
許
可
さ
れ
た
。
慶
応
二
年
に
隠
居
し
た
文
之
進
は
、
明
治
二

十
三
年
に
没
し
た
。

　
文
之
進
の
娘
と
結
婚
し
、
婿
に
な
っ
た
の
が
、
中
清
戸
村
出
身
の
蔵
人
で

あ
っ
た
。
結
婚
し
た
の
は
、
天
保
十
二
、
三
年
頃
で
あ
っ
た
。
蔵
人
は
、
文
久

元
年
に
習
合
家
役
人
、
石
山
兵
庫
の
跡
式
を
継
い
で
、
同
三
年
に
習
合
家
よ
り

命
じ
ら
れ
、
藤
沢
組
・
烏
山
組
の
年
番
組
頭
を
勤
め
た
。
明
治
維
新
以
降
、
蔵

〈
資
料
紹
介
〉　
神
事
舞
太
夫
と
修
験
の
争
論

林
　
　
　
　
　
　
　
　
淳
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人
は
、
一
の
宮
氷
川
神
社
神
職
家
、
東
角
井
家
に
入
門
し
、
そ
こ
で
祭
典
式
を

修
得
し
、
土
御
門
家
の
陰
陽
道
職
の
免
許
を
も
受
け
る
。
明
治
三
年
四
月
に
、

七
社
神
社
の
神
職
と
な
り
、
名
前
を
蔵
人
か
ら
都
築
に
改
め
た
。
し
か
し
明
治

五
年
に
は
帰
農
し
、
茶
業
、
織
物
、
養
蚕
な
ど
で
生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な

る
。
蔵
人
は
、
石
山
家
に
婿
入
り
し
て
か
ら
、
と
く
に
弘
化
年
間
か
ら
嘉
永
年

間
に
か
け
て
神
事
舞
太
夫
関
係
の
書
類
を
熱
心
に
書
写
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在

の
『
石
山
家
文
書
』
と
し
て
集
積
さ
れ
た
神
事
舞
太
夫
の
関
係
史
料
群
な
の
で

あ
る
。

二
、
研
究
史

　
近
世
に
浅
草
に
い
た
田
村
家
が
、
関
東
、
甲
斐
、
信
濃
の
神
事
舞
太
夫
、
梓

神
子
を
編
成
し
た
頭
で
あ
っ
た
こ
と
、
神
事
舞
太
夫
、
梓
神
子
が
さ
ま
ざ
ま
な

芸
能
、
宗
教
の
活
動
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
近
年
著
し
く
究
明
が

進
展
し
て
い
る
。
中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
が
先
鞭
を
つ
け
た
領
域
は
、
し

だ
い
に
広
が
り
と
深
さ
を
も
つ
に
い
た
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
り
わ
け
一
九
九

〇
年
代
以
降
、
筆
者
を
も
ふ
く
め
て
、
橋
本
鶴
人
、
佐
藤
晶
子
、
西
田
か
ほ

る
、
中
野
洋
平
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
グ
ロ
ー
マ
ー
が
、
神
事
舞
太
夫
、
梓
神
子
を

対
象
に
し
て
多
彩
な
研
究
を
展
開
さ
せ
て
き
た
。
筆
者
の
場
合
に
は
、
土
御
門

家
の
陰
陽
師
編
成
に
関
心
の
焦
点
が
あ
り
、
陰
陽
師
と
神
事
舞
太
夫
の
争
論
の

経
緯
を
解
明
し
て
き
た
。
橋
本
は
、『
石
山
家
文
書
』
を
使
っ
て
神
事
舞
太
夫

の
活
動
の
実
態
、
そ
の
広
が
り
を
具
体
的
に
研
究
し
て
い
る
。
西
田
、
中
野

は
、
信
濃
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
芸
能
的
宗
教
者
と
の
相
互
関
連
の

な
か
で
、
神
事
舞
太
夫
、
梓
神
子
の
社
会
的
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
研
究
が
推
し
進
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
高
埜
利
彦
の
先
駆
的
研

究
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
近
世
社
会
に
お
い
て
本
所
・
頭
が

諸
々
の
宗
教
者
、
芸
能
者
を
編
成
し
て
い
っ
た
事
実
を
、
政
治
史
に
結
び
つ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
高
埜
の
研
究
は
、
研
究
者
の
関
心
と
共
感
を
呼
び
起
こ
し

て
、
本
所
編
成
論
と
名
づ
け
う
る
領
域
が
、
立
ち
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

吉
田
家
、
白
川
家
の
神
職
編
成
、
本
山
派
、
当
山
派
の
修
験
編
成
、
土
御
門
家

の
陰
陽
師
編
成
な
ど
が
、
近
世
宗
教
史
研
究
の
中
心
的
な
主
題
と
な
り
、
い
く

つ
も
の
重
要
な
成
果
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
事

舞
太
夫
、
梓
神
子
の
研
究
も
、
こ
う
し
た
近
世
の
諸
宗
教
者
研
究
の
一
環
に
位

置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
田
村
家
の
配
下
編
成
は
、
関
東
、

甲
斐
、
信
濃
に
限
定
さ
れ
て
い
た
点
と
江
戸
を
中
心
に
し
て
い
た
点
で
、
他
の

本
所
・
頭
の
全
国
的
な
編
成
と
は
異
質
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
、
他
の

本
所
・
頭
編
成
の
配
下
編
成
の
形
態
と
の
比
較
考
察
が
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ

る
。三

、
組
織

　
田
村
家
に
よ
る
神
事
舞
太
夫
、
梓
神
子
の
編
成
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な

経
緯
で
開
始
さ
れ
て
、
組
織
化
を
と
げ
た
の
か
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

神
事
舞
太
夫
の
組
織
は
、
元
禄
年
間
か
ら
正
徳
三
年
ま
で
夷
願
人
、
陰
陽
師
と
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の
争
論
の
く
り
返
し
の
な
か
か
ら
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
梓
神
子
に
つ
い
て
陰
陽

師
か
ら
の
出
訴
は
き
び
し
く
、
そ
れ
と
の
対
決
を
通
じ
て
、
神
事
舞
太
夫
は
梓

神
子
を
組
み
込
ん
だ
組
織
形
成
に
尽
力
し
た
。
そ
の
過
程
で
寺
社
奉
行
の
許
可

を
得
て
、
神
事
舞
太
夫
、
梓
神
子
は
神
事
を
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
い
う
と
、
正
徳
三
年
は
神
事
舞
太
夫
の
組
織
形
成
に

と
っ
て
画
期
で
あ
っ
た
。
正
徳
三
年
に
寺
社
奉
行
で
の
吟
味
が
あ
り
、
田
村
八

太
夫
は
寺
社
奉
行
へ
、
以
下
の
よ
う
な
梓
神
子
法
例
を
提
出
し
た
。

　「
　
梓
神
子
法
例

　
一
、
諸
国
散
在
之
梓
神
子
如
伝
来
、
初
勤
諸
神
勧
請
、
次
家
法
之
梓
致
執

行
、
勿
論
神
差
帰
上
之
法
式
並
荒
神
鎮
座
之
祓
及
幣
帛
等
以
習
合
神
道
ニ
て

壇
中
之
諸
祈
祷
可
相
勤
之
者
也
、
若
於
国
々
紛
敷
梓
神
子
於
致
徘
徊
者
以
此

判
形
而
相
改
堅
可
停
止
事

　
　
　
右
書
附
之
趣
厳
密
可
相
守
之
矣
、
若
以
新
法
他
職
而
乱
家
法
者
有
之

者
、
急
度
可
為
越
度
者
也

　
正
徳
三
癸
巳
暦
正
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
舞
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
八
太
夫
　
印

　
寺
社

　
　
御
奉
行
）
1
（
様
」

神
事
舞
太
夫
の
家
職
に
、
こ
の
梓
神
子
法
例
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大

き
く
、
舞
太
夫
の
教
団
が
、
梓
神
子
を
ふ
く
む
教
団
と
し
て
公
認
さ
れ
た
こ
と

を
意
味
し
た
。
寺
社
奉
行
か
ら
の
許
可
を
得
た
こ
と
で
、
神
事
舞
太
夫
、
梓
神

子
は
、
神
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
夷
願
人
に
対
し
て
は
、
神
事
舞
太
夫
側
が
強
気
で
、
夷
願
人
の
神
事
を
執
拗

に
と
が
め
た
。
他
方
で
陰
陽
師
に
対
し
て
は
、
陰
陽
師
が
有
利
で
あ
っ
て
、
梓

神
子
に
よ
る
神
事
祭
礼
の
停
止
を
求
め
て
き
た
。
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
神
事

執
行
が
争
論
の
か
な
め
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
は
ら
い
た
い
。
吉
田
家
の
神

職
支
配
、
土
御
門
家
の
陰
陽
師
支
配
が
拡
大
す
る
な
か
で
、
烏
帽
子
、
布
衣
な

ど
を
着
し
て
神
事
を
行
う
こ
と
が
、
一
般
化
し
て
共
通
の
通
念
を
形
づ
く
っ

た
。
神
事
舞
太
夫
、
夷
願
人
も
、
神
職
の
衣
裳
を
身
に
つ
い
て
活
動
し
よ
う
と

し
た
が
、
家
職
書
に
そ
の
記
述
が
な
く
、
い
た
し
か
た
な
く
黙
っ
て
神
職
の
衣

裳
を
着
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
争
論
の
火
種
に
な
っ
た
。
夷
願
人
は
、
神
事
舞

太
夫
に
責
め
立
て
ら
れ
、
神
事
舞
太
夫
は
、
陰
陽
師
に
出
訴
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
正
徳
三
年
の
寺
社
奉
行
裁
許
の
前
後
に
、
神
事
舞
太
夫
教
の
組
織
は
整
備

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
関
連
す
る
事
項
を
二
点
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
繰
り
か
え
し
に
な
る
が
神
職
の
衣
裳
で
あ
る
。
吉
田
家
、
土
御
門

家
の
よ
う
な
公
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
門
弟
に
烏
帽
子
、
狩
衣
を
許
可
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
幸
松
勘
太
夫
、
夷
願
人
頭
の
西
村
太
郎
兵
衛
の
場
合
に
は
、
配

下
に
衣
裳
を
許
す
こ
と
は
無
条
件
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
寺
社
奉
行
に
よ
る
許

可
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
享
保
十
一
年
二
月
二
十
二
日
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に
寺
社
奉
行
は
、
田
村
八
太
夫
に
衣
裳
の
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
神
事
を
行
う
場
合
に
神
事
舞
太
夫
は
、布
衣
を
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
第
二
に
、
田
村
八
太
夫
は
、
神
事
舞
太
夫
、
梓
神
子
が
「
平
人
」、
お
よ
び

他
の
系
列
の
宗
教
者
と
婚
姻
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
と
く
に
神
事
舞
太
夫
の
娘

が
、
夷
願
人
や
陰
陽
師
の
と
こ
ろ
に
嫁
ぐ
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

　
神
事
舞
太
夫
は
、
寺
社
奉
行
の
行
政
命
令
を
直
接
に
仰
ぎ
な
が
ら
、
排
他
的

な
組
織
を
形
成
し
て
い
っ
た
。「
神
事
舞
太
夫
」・「
梓
神
子
」
と
い
う
名
称
変

更
、
神
職
の
衣
裳
は
、
神
職
と
し
て
の
自
覚
に
結
び
つ
い
た
。
ま
た
同
業
者
内

部
の
婚
姻
強
制
は
、
神
事
舞
太
夫
の
同
士
の
仲
間
結
合
が
一
層
重
大
で
、
か
た

い
絆
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

四
、
神
事
舞
太
夫
と
修
験
の
争
論

　
文
政
四
年
に
関
東
で
、
神
事
舞
太
夫
が
修
験
を
出
訴
す
る
事
件
が
お
こ
っ

た
。
正
確
に
言
う
と
、
神
事
舞
太
夫
の
役
人
が
、
各
地
を
歩
き
ま
わ
っ
て
「
神

託
」（
史
料
中
で
は
「
神
詫
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
）「
さ
さ
ば
た
き
」
を
行
っ

て
い
る
神
子
を
摘
発
し
て
、
そ
れ
を
止
め
る
よ
う
に
糾
弾
し
、
そ
れ
を
中
止
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
相
手
方
が
誤
証
文
を
書
い
て
、
そ
れ
を
詫
び
る
と
、
一
つ
の

結
末
に
到
達
す
る
。
と
こ
ろ
が
相
手
方
が
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
、「
神
託
」「
さ

さ
ば
た
き
」
は
以
前
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
、
い
ま
さ
ら
中
断
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
開
き
直
っ
た
場
合
に
は
、
神
事
舞
太
夫
側
は
寺
社
奉
行
へ
出
訴
す

る
こ
と
を
躊
躇
わ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
「
さ
さ
ば
た
き
」
に
つ
い
て
、
少
し
説

明
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
は
、
神
子
が
口
寄
せ
を
行
う
時
に
、
笹
の
葉

を
持
っ
て
湯
を
叩
き
、
湯
を
撒
き
ち
ら
し
な
が
ら
、
神
託
を
受
け
た
こ
と
を
さ

す
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
二
次
的
な
意
味
と
し
て
、
口
寄
せ
の
祈
祷
、
口
寄
せ
を

行
う
神
子
を
も
、「
さ
さ
ば
た
き
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
神
事
舞
太
夫
側

は
、「
さ
さ
ば
た
き
」
は
田
村
家
配
下
の
梓
神
子
の
特
権
で
あ
る
と
主
張
し
た

が
、
そ
の
場
合
の
「
さ
さ
ば
た
き
」
は
、
梓
神
子
が
口
寄
せ
や
託
宣
を
行
な
う

こ
と
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
文
政
二
年
四
月
に
田
村
家
役
人
が
寺
社
奉

行
へ
提
出
し
た
書
付
で
は
、「
職
道
古
法
神
差
帰
上
の
法
式
ヲ
以
神
々
祟
り
、

生
霊
、
死
霊
、
諸
障
礙
を
分
候
者
、
則
一
派
神
詫
、
笹
祓
、
居
祓
、
打
祓
ニ
御

座
）
2
（

候
」
と
あ
る
。
相
談
者
の
病
、
悩
み
を
お
こ
し
た
原
因
が
特
定
で
き
た
後

に
、
神
託
、笹
祓
、居
祓
、打
祓
と
い
う
対
処
方
法
が
為
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
当
時
、「
さ
さ
ば
た
き
」
は
、
諸
宗
教
者
の
あ
い
だ
で
流
行
っ
て
い
た
模
様

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
修
験
の
妻
た
ち
は
、「
さ
さ
ば
た
き
」
の
看
板
を
出
し

て
、
営
業
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
事
舞
太
夫
役
人
は
、
各
地

に
い
る
配
下
か
ら
修
験
、
神
職
の
妻
が
「
さ
さ
ば
た
き
」
を
行
っ
て
い
る
と
い

う
情
報
が
上
が
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
を
確
か
め
、
交
渉
し
て
中
止
を
求
め
る
の

で
あ
っ
た
。
文
政
四
年
四
月
に
神
事
舞
太
夫
役
人
、
本
庄
内
記
・
菅
根
正
太
夫

は
、
武
蔵
国
鹿
室
村
に
住
む
大
鷲
院
・
不
動
院
で
梓
神
子
に
紛
ら
わ
し
い
行
為

が
あ
る
こ
と
や
、
大
黒
の
札
を
配
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
当
山
派
関
東
触

頭
の
鳳
閣
寺
へ
訴
え
る
。
鳳
閣
寺
で
は
、
さ
っ
そ
く
二
人
の
修
験
を
問
い
質
し
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た
。
大
鷲
院
・
不
動
院
と
も
に
梓
神
子
に
紛
ら
わ
し
い
行
為
は
や
っ
て
い
な
い

と
答
え
、
鳳
閣
寺
と
し
て
は
、
配
下
に
回
文
を
廻
し
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

の
で
、
公
訴
は
回
避
し
て
も
ら
い
た
い
と
要
請
す
る
。
当
山
派
で
は
、
修
験
の

妻
な
ど
が
「
添
合
神
子
」
と
し
て
当
山
派
の
配
下
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

梓
神
子
に
紛
ら
わ
し
い
行
為
を
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
本
庄
内

記
・
菅
根
正
太
夫
は
、
本
所
亀
戸
町
に
住
む
本
山
派
修
験
、
三
乗
院
の
妻
が

「
し
ん
た
く
」「
さ
さ
ば
た
き
」
の
看
板
を
か
か
げ
て
営
業
を
行
っ
て
い
る
の
を

見
つ
け
て
、
梓
神
子
に
紛
ら
わ
し
い
行
為
を
中
止
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
る
。

本
庄
・
菅
根
は
、
本
山
派
触
頭
の
大
行
院
へ
話
し
合
い
を
申
し
出
て
、
大
行
院

は
三
乗
院
を
呼
び
出
し
て
問
い
合
わ
せ
た
。
三
乗
院
か
ら
は
、
妻
は
吉
田
家
よ

り
許
状
を
受
け
、「
さ
さ
ば
た
き
」
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
る
だ
け
で
、
話
し

合
い
は
進
展
し
な
い
。
本
庄
・
菅
根
は
、
本
山
派
役
所
で
あ
る
氷
川
大
乗
院
へ

出
か
け
る
が
、
そ
こ
で
は
本
山
派
に
は
元
来
、
神
子
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
氷

川
大
乗
院
は
触
頭
の
大
行
院
と
は
直
接
に
支
配
関
係
に
な
く
、
よ
く
知
ら
な
い

と
言
う
。
神
事
舞
太
夫
側
は
、
鳳
閣
寺
が
謝
罪
の
意
思
を
あ
ら
わ
し
た
当
山
派

を
赦
免
し
た
が
、
本
山
派
の
三
乗
院
を
出
訴
す
る
こ
と
に
決
断
し
た
。
そ
の
折

に
三
乗
院
が
住
む
亀
戸
町
の
町
役
人
が
出
て
き
て
、
自
分
た
ち
が
仲
裁
に
入
る

の
で
、
出
訴
を
待
っ
て
ほ
し
い
と
来
る
。
し
か
し
三
乗
院
は
、
妻
が
許
状
を
受

け
た
吉
田
家
に
問
い
合
わ
せ
て
、
吉
田
家
と
し
て
支
障
は
な
い
と
い
う
回
答
を

得
た
た
め
に
、
強
気
に
な
っ
て
、
出
訴
す
る
な
ら
ば
受
け
て
立
つ
と
言
い
出
し

て
、
町
役
人
の
仲
裁
は
破
談
と
な
る
。
五
月
十
八
日
に
神
事
舞
太
夫
は
出
訴
し

て
、
六
月
六
日
に
寺
社
奉
行
で
吟
味
が
あ
っ
て
、
神
事
舞
太
夫
に
有
利
に
こ
と

は
運
ん
だ
。
六
月
十
日
に
は
三
乗
院
が
、
田
村
家
宛
て
に
詫
状
を
提
出
し
て
、

内
済
に
な
っ
た
。
そ
の
後
に
双
方
の
名
前
で
済
口
証
文
が
出
さ
れ
て
、
一
連
の

事
件
は
一
件
落
着
す
る
。
寺
社
奉
行
は
、
本
山
派
に
は
神
子
は
い
な
い
と
い
う

氷
川
大
乗
院
、
触
頭
の
大
行
院
の
言
質
を
捉
え
て
、
修
験
道
に
な
い
「
さ
さ
ば

た
き
」
を
行
う
こ
と
は
不
埒
で
あ
り
、
修
験
の
妻
が
吉
田
家
の
許
状
を
受
け
た

こ
と
も
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
判
断
を
し
め
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

神
事
舞
太
夫
は
、
梓
神
子
の
「
さ
さ
ば
た
き
」
の
独
占
権
を
確
実
に
掌
握
し

た
。
そ
の
後
も
梓
神
子
を
め
ぐ
る
争
論
は
、
絶
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文

政
十
一
年
に
神
事
舞
太
夫
頭
は
、
新
し
い
梓
神
子
法
例
を
寺
社
奉
行
へ
提
出

し
、
寺
社
奉
行
か
ら
そ
れ
を
仰
せ
付
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　「
　
梓
神
子
法
例

　
一
、
諸
国
散
在
之
梓
神
子
如
伝
来
之
、
初
勤
諸
神
勧
請
、
次
ニ
家
法
梓
致
執

行
勿
論
神
差
帰
上
之
法
式
、
神
詫
さ
さ
は
た
き
並
荒
神
鎮
座
之
祓
、
則
幣
帛

等
習
合
神
道
ヲ
以
壇
中
之
諸
祈
祷
可
相
勤
者
也
、
若
国
々
於
紛
敷
梓
神
子
於

致
徘
徊
ハ
、
此
判
形
ニ
て
相
改
堅
可
停
止
事

　
右
書
付
之
趣
厳
密
ニ
相
守
之
候
、
若
以
新
法
他
職
と
乱
家
法
者
於
有
之
ハ
、

急
度
可
為
越
度
者
）
3
（
也
」
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正
徳
三
年
の
法
例
と
比
較
す
る
と
、「
神
詫
さ
さ
は
た
き
」
の
語
句
が
新
た
に

挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
事
舞
太
夫
側
は
、
こ
の
語
句
を
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
頻
発
し
て
い
た
梓
神
子
に
か
か
わ
る
争
論
を
勝
ち
抜
こ

う
と
し
た
。
梓
神
子
は
、
最
初
は
死
者
の
口
寄
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
正

徳
三
年
の
「
梓
神
子
法
例
」
の
よ
う
に
諸
神
を
勧
請
し
て
、
梓
弓
を
鳴
ら
し
て

祓
い
や
幣
帛
な
ど
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
神
詫
さ
さ
は
た
き
」
を

活
動
の
中
核
に
据
え
、
全
面
的
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
寺
社
奉
行
か
ら

仰
せ
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、「
神
詫
さ
さ
は
た
き
」
は
梓
神
子
の
特
権
で
あ
る

こ
と
を
認
知
し
て
も
ら
い
、
い
っ
そ
う
の
組
織
の
拡
大
を
ね
ら
っ
た
こ
と
は
想

像
に
か
た
く
な
い
。

注
（
1
） 

『
石
山
家
文
書
』
Ｌ
１ ‒

１
１ ‒

１
２
５
６

（
2
） 

『
石
山
家
文
書
』
Ｌ
３ ‒

３ ‒

１
４
３
８

（
3
） 

『
石
山
家
文
書
』
Ｌ
３ ‒

３ ‒

１
４
３
８

付
記

　
本
史
料
（
所
沢
市
教
育
委
員
会
所
蔵
、『
石
山
家
文
書
』
Ｌ
１ ‒

２ ‒

３
５
１
）

は
、
平
成
十
九
年
大
学
院
講
義
で
輪
読
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
義
に
参
加
し
た
久

米
昭
次
郎
、
石
黒
智
教
、
山
端
信
祐
の
諸
氏
と
共
同
で
、
史
料
の
解
読
、
翻
刻
に

あ
た
っ
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
史
料
閲
覧
に
関
し
て
は
、
所
沢
市
教
育

委
員
会
の
方
々
に
お
世
話
い
た
だ
き
、
今
回
の
翻
刻
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
の
ご

許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。『
石
山
家
文
書
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
前
か
ら
橋

本
鶴
人
氏
か
ら
ご
示
教
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
以
上
の
方
々
に
厚
く
お
礼
を
申
し

上
げ
る
し
だ
い
で
あ
る
。 

 

資
料
翻
刻

凡
　
例

一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
・
異
・
略
・
俗
・
特
殊
字
な
ど
の
文
字
は
、
原
則
と

し
て
、
常
用
漢
字
等
の
通
行
の
書
体
を
用
い
た
。「
茂
」
は
「
も
」、「
ニ
而
」
は

「
ニ
て
」、「
者
」
は
「
は
」
と
呼
ぶ
と
き
は
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
本
文
中
に
適
宜
読
点
お
よ
び
中
黒
を
付
し
た
。

（
表
紙
表
題
）

「
文
政
四
年
巳
四
月

　
　
当
本
修
験
一
件

　
　
嘉
永
元
戌
申
年

　
　
　
　
極
月
十
日
ニ
て
都
写
　
習
合
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
山
蔵
人
主
」

以
手
紙
致
啓
上
候
、
薄
暑
之
砌
弥
御
堅
勝
珍
重
奉
存
候
、
然
ハ
此
間
ハ
遠
方
之

処
御
出
に
預
り
御
苦
労
千
萬
と
御
座
候
、
且
其
節
御
掛
合
有
之
候
、
当
寺
支
配

下
添
合
神
子
其
御
支
配
下
衆
よ
り
梓
神
子
ニ
紛
敷
儀
相
勤
候
由
ニ
付
、
可
及
出
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訴
ニ
も
旨
御
申
聞
被
成
候
間
、
依
之
則
武
州
鹿
室
村
大
鷲
院
・
同
村
不
動
院
右

両
人
呼
出
承
糺
候
処
、
不
動
院
儀
ハ
右
様
紛
敷
修
行
致
候
儀
ハ
無
之
其
御
役
方

菅
根
正
太
夫
殿
江
も
右
之
趣
申
述
相
分
り
候
由
ニ
御
座
候
、
大
鷲
院
儀
ハ
梓
神

子
ニ
紛
敷
儀
も
有
之
由
ニ
相
聞
候
間
、
先
年
之
一
件
も
乍
存
不
埒
之
始
末
ニ
付

急
度
叱
置
、
以
来
右
様
之
儀
無
之
様
申
渡
証
文
取
置
候
、
猶
又
其
外
之
も
の
共

江
も
廻
文
を
以
厳
敷
申
可
達
候
間
、
其
御
支
配
下
江
も
右
之
趣
を
以
御
利
解
御

申
被
聞
御
互
ニ
公
訴
ニ
も
不
相
成
様
致
度
存
候
、
此
段
宜
得
御
意
候
様
鳳
閣
寺

被
申
付
如
此
御
座
候
、
以
上

　
四
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宝
院
御
門
主

　
田
村
澤
之
助
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
役
所

　
　
　
　

御
役
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳳
閣
寺
代
役
之
内

　
　
　
　
　

本
庄
内
記
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峯
本
院

　
　
　
　
　

菅
根
正
太
夫
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
性
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
六
右
衛
門

右
之
通
り
五
月
朔
日
、
当
山
派
役
寺
鳳
閣
寺
よ
り
以
手
紙
挨
拶
ニ
付
、
猶
又
役

人
鈴
木
豊
後
・
菅
根
正
太
夫
、
同
二
日
当
山
役
寺
鳳
閣
寺
江
罷
越
、
役
方
鈴
木

六
右
衛
門
殿
と
掛
合
之
上
、
已
来
当
派
修
験
道
ニ
て
梓
神
子
ニ
紛
敷
職
業
決
て

為
相
勤
申
間
敷
旨
、
鈴
木
六
右
衛
門
申
之
候
ニ
付
、
及
熟
談
罷
帰
り
候
事

　
　
乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
神
事
舞
太
夫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
澤
之
助
後
見

　
　
　
　
訴
訟
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
山
求
馬

　
　
　
　
　
　
　
同
支
配
下
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
窪
造
酒
之
進
煩
ニ
付
代
兼

　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
庄
内
記

　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
豊
後

　
　
　
　
　
　
　
同
在
方
役
人

　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
根
正
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
同
友
山
民
部
煩
ニ
付
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
江
左
京

　
　
職
業
混
雑
出
入

　
　
　
　
　
　
　
幸
手
不
動
院
触
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
郎
兵
衛
店

　
　
　
　
相
手
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
行
院

　
　
　
　
　
　
　
右
触
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
所
亀
戸
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
兵
衛
店

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
乗
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ち
事

　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽
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右
訴
訟
人
友
山
求
馬
并
役
人
共
一
同
奉
申
上
候
、
私
一
派
之
儀
ハ
乍
恐
於
　
御

奉
行
所
御
極
メ
被
下
置
候
職
書
七
ヶ
條
相
守
支
配
下
一
統
朝
暮
　
天
下
泰
平
・

五
穀
成
就
御
祈
祷
相
勤
檀
中
之
諸
祈
祷
并
三
枚
之
像
札
相
賦
、
妻
ハ
梓
神
子
ニ

て
法
例
書
之
趣
相
守
神
差
帰
上
ヶ
祈
祷
并
荒
神
鎮
座
之
祓
等
相
勤
メ
支
配
下
一

統
相
続
致
来
候
処
、
寛
政
十
二
年
六
月
中
、
当
山
修
験
よ
り
梓
神
子
職
業
ニ
差

障
り
候
ニ
付
、
私
支
配
下
菅
根
正
太
夫
と
申
も
の
　
松
平
周
防
守
様
江
奉
出
訴

再
応
御
吟
味
之
上
内
済
仕
候
ハ
、
当
山
派
ニ
て
以
来
梓
神
子
ニ
紛
敷
儀
仕
間
敷

旨
ニ
て
事
済
仕
候
処
、
近
年
当
山
派
於
在
方
ニ
梓
神
子
ニ
紛
敷
職
業
相
勤
、
其

上
大
黒
之
像
等
相
配
り
支
配
下
之
も
の
共
差
障
り
罷
成
難
渋
仕
候
由
一
同
願
出

候
ニ
付
、
鈴
木
豊
後
・
菅
根
正
太
夫
出
役
為
致
相
改
候
処
、
相
違
無
御
座
候
ニ

付
、
右
職
業
混
雑
致
候
当
山
修
験
江
相
掛
合
、
猶
村
役
人
江
申
遣
し
候
ニ
付
可

奉
出
訴
と
奉
存
候
へ
共
、
右
候
て
ハ
奉
恐
入
候
ニ
付
、
当
山
役
寺
鳳
閣
寺
江
及

掛
合
候
処
、
則
鳳
閣
寺
ニ
お
ゐ
て
吟
味
之
上
、
修
験
道
ニ
無
之
梓
神
子
ニ
紛
敷

職
致
候
段
不
埒
ニ
付
、
以
来
決
て
致
間
敷
旨
呵
置
候
間
、
勘
弁
致
呉
候
様
挨
拶

ニ
付
熟
談
仕
候
、
然
ル
処
本
山
派
ニ
ハ
神
子
無
之
由
兼
て
承
知
仕
罷
在
候
ニ

付
、
当
相
手
三
乗
院
さ
ゝ
ば
た
き
と
申
看
板
近
来
差
出
、
専
梓
神
子
神
差
帰

上
ヶ
法
式
之
勤
方
致
候
へ
ハ
、
当
山
派
と
相
心
得
此
節
及
掛
合
候
処
本
山
派
ニ

御
座
候
、
且
三
乗
院
相
答
候
ハ
、
妻
之
儀
ハ
吉
田
家
よ
り
免
許
を
請
候
間
、
相

勤
申
候
旨
申
之
候
得
共
、
吉
田
家
支
配
下
之
も
の
看
板
差
出
し
、
さ
ゝ
ば
た
き

等
相
勤
候
も
の
無
之
処
、
修
験
妻
江
免
許
差
出
混
雑
致
候
儀
ハ
、
甚
タ
難
心
得

致
方
と
乍
恐
奉
存
候
、
既
ニ
寛
政
年
中
、
私
方
ニ
て
旧
例
も
御
座
候
ニ
付
、
吉

田
家
神
子
相
願
神
楽
執
行
仕
候
処
、
混
雑
之
趣
大
造
ニ
申
立
、
松
平
右
京
亮
様

江
奉
出
訴
、
双
方
共
混
雑
致
間
敷
旨
ニ
て
内
済
仕
候
ニ
付
、
於
私
方
ニ
て
ハ
他

職
混
雑
決
て
仕
不
申
候
処
、
右
体
吉
田
家
よ
り
免
許
申
請
候
紛
敷
致
職
業
候
始

末
一
円
難
得
其
意
奉
存
候
間
、
三
乗
院
触
頭
大
行
院
江
右
始
末
、
鈴
木
豊
後
・

菅
根
正
太
夫
を
以
当
五
月
二
日
及
掛
合
、
且
ハ
大
行
院
役
僧
宝
善
院
申
候
ハ
、

当
派
修
験
道
ニ
ハ
神
子
と
申
も
の
無
之
間
三
乗
院
得
と
相
糺
候
上
、
一
両
日
之

内
可
及
沙
汰
ニ
旨
申
之
候
ニ
付
、
相
待
居
候
処
一
向
沙
汰
無
之
ニ
付
、
同
七
日

右
両
人
を
以
及
掛
合
候
処
、
宝
善
院
申
候
ハ
、
三
乗
院
呼
出
し
段
々
相
糺
候

処
、
吉
田
殿
免
許
請
候
由
、
尤
此
方
江
無
沙
汰
ニ
請
候
儀
ニ
は
候
得
共
、
今
更

不
相
成
旨
申
付
候
茂
、
吉
田
殿
江
対
し
気
毒
ニ
候
間
、
被
及
出
訴
ニ
候
と
も
勝

手
次
第
ニ
可
致
旨
大
行
院
申
之
候
由
、
宝
善
院
申
聞
殊
ニ
修
験
妻
ニ
て
は
、
平

名
ニ
て
人
別
差
出
し
、
吉
田
家
ニ
て
は
出
羽
と
相
名
乗
り
候
由
、
左
候
得
ハ
三

乗
院
・
大
行
院
同
腹
ニ
て
致
候
義
と
奉
存
候
得
共
、
猶
又
大
乗
院
儀
ハ
本
山
惣

役
所
之
由
承
知
仕
候
間
、
同
十
日
大
乗
院
江
本
庄
内
記
・
菅
根
正
大
夫
を
以
大

行
院
挨
拶
之
趣
及
掛
合
ニ
候
処
、
役
僧
本
覚
院
申
候
ハ
、
当
派
ニ
神
子
と
申
も

の
決
て
無
之
候
得
共
、
大
行
院
儀
ハ
直
触
之
者
ニ
御
座
候
間
此
方
ニ
て
何
共
難

及
挨
拶
ニ
旨
申
之
候
ニ
付
、
可
奉
出
訴
と
奉
存
候
処
、
同
十
四
日
三
乗
院
同
町

ニ
罷
在
候
家
持
甚
助
・
清
吉
・
金
蔵
・
勘
右
衛
門
と
申
も
の
を
以
出
訴
之
義
相

待
呉
候
様
申
来
り
候
ニ
付
相
待
居
候
処
、
右
之
も
の
共
大
行
院
方
江
罷
越
掛
合
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之
上
大
行
院
よ
り
以
手
紙
を
申
越
候
ハ
、
扱
人
立
入
看
板
等
も
為
引
取
可
申
間

和
談
致
呉
候
様
掛
合
ニ
付
、
私
方
ニ
て
扱
人
江
相
答
候
ハ
、
左
候
ハ
ヽ
三
乗
院

書
付
差
入
候
様
申
聞
候
処
、
私
共
よ
り
如
何
様
之
一
札
ニ
て
も
差
出
可
申
間
、

三
乗
院
書
付
差
出
候
儀
ハ
何
分
勘
弁
致
呉
候
様
申
ニ
付
、
則
扱
人
よ
り
差
出
候

一
札
之
下
書
を
以
触
頭
大
行
院
江
及
掛
合
ニ
候
ハ
、
右
文
面
ニ
付
御
故
障
も
無

御
座
候
ハ
ヽ
熟
談
可
致
旨
両
度
書
状
を
以
掛
合
候
処
、
同
十
七
日
五
ッ
時
大
行

院
よ
り
書
面
を
以
申
越
候
ハ
、
昨
日
扱
人
を
以
及
挨
拶
ニ
候
通
り
ニ
御
座
候

間
、
右
様
承
知
可
致
旨
申
越
候
間
熟
談
仕
候
処
、
翌
十
八
日
朝
右
約
定
違
変
い

た
し
看
板
差
出
候
ニ
付
、
扱
人
よ
り
三
乗
院
江
申
聞
候
ハ
、
被
致
屈
服
達
て
御

頼
之
義
故
私
共
一
札
差
入
候
て
相
済
候
処
、
今
更
ニ
相
成
如
何
之
筋
ニ
て
看
板

差
出
候
哉
之
段
及
掛
合
ニ
候
処
、
三
乗
院
相
答
候
ハ
、
吉
田
殿
免
許
請
居
候
義

故
引
入
候
儀
不
相
成
候
間
破
談
致
呉
候
様
申
之
候
ニ
付
、
当
惑
至
極
仕
候
間
一

札
相
返
し
申
候
様
扱
人
共
申
之
候
、
左
候
得
ハ
右
体
大
行
院
・
三
乗
院
・
吉
田

家
と
馴
合
何
之
社
之
神
子
と
名
附
ヶ
神
楽
湯
立
等
は
不
相
勤
、
修
験
宅
ニ
て

さ
ゝ
ば
た
き
之
看
板
差
出
梓
神
子
ニ
紛
敷
職
業
仕
候
て
ハ
、
私
一
派
難
相
立
支

配
下
一
統
難
儀
至
極
仕
候
間
無
是
非
　
御
訴
訟
奉
申
上
候
間
何
卒
　
御
慈
悲
を

以
相
手
之
も
の
被
為
　
召
出
逸
々
御
糺
明
之
上
、
以
来
梓
神
子
ニ
紛
敷
勤
方
不

仕
候
様
被
　
仰
付
被
下
置
候
様
偏
ニ
奉
願
候
、
猶
御
尋
之
砌
乍
恐
口
上
を
以
可

奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
事
舞
太
夫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
澤
之
助
後
見

　
文
政
四
年
巳
五
月
十
八
日
　
訴
訟
人
　
　
　
　
　
　
友
山
求
馬
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
支
配
下
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
窪
造
酒
之
進
煩
ニ
付
代
役
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
本
庄
内
記
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
豊
後
　
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
在
方
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
根
正
太
夫
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
友
山
民
部
煩
ニ
付
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
江
左
京
　
　
印

　
　
　
寺
社

　
　
　
　
御
奉
行
所

御
判
〕　
如
斯
訴
出
候
間
、
来
月
二
日
迄
取
扱
可
相
済
、
若
不
埒
明
候
ハ
ヽ
、

致
返
答
書
、
翌
三
日
八
ッ
時
、
双
方
一
同
可
罷
出
者
也

巳
五
月
廿
六
日
伯
耆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
事
舞
太
夫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
澤
之
助
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訴
訟
　
　
　
　
　
　
友
山
求
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
支
配
下
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
本
庄
内
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
豊
後
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同
在
方
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
菅
根
正
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
友
山
民
部
煩
ニ
付
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
堀
江
右
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
手
不
動
院
触
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
分
兵
衛
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
手
　
　
　
　
　
　
大
行
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
触
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
所
亀
戸
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
兵
衛
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
三
乗
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
妻
ミ
ち
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
出
羽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
人
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屋
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主

右
一
件
、
松
平
伯
耆
守
様
御
成
り
ニ
て
、
六
月
六
日
　
御
前
様
御
吟
味
御
座
候

て
相
手
方
一
同
奉
恐
入
候
ニ
付
、
御
下
ヶ
被
下
候
処
、
相
手
方
不
致
屈
服
候
ニ

付
、
御
役
人
田
副ソ
イ

利
右
衛
門
殿
御
利
解
被
御
申
聞
候
得
共
、
屈
服
不
仕
候
ニ

付
、
猶
又
評
席
江
被
召
出
、
御
調
役
平
澤
九
郎
兵
衛
殿
御
吟
味
ニ
て
相
手
方
一

同
奉
恐
入
候
ニ
付
、
御
利
解
被
御
申
聞
候
ハ
訴
訟
方
江
掛
合
可
申
旨
被
　
仰
付

御
下
ヶ
ニ
相
成
候
間
、
相
手
方
よ
り
我
等
一
同
心
得
違
ニ
付
御
日
延
致
呉
候
様

申
ニ
付
、
則
御
日
延
御
願
一
同
連
印
ニ
て
十
日
迄
奉
願
、
則
御
聞
済
之
上
双
方

引
取
申
候
事

　
　
一
札
之
事

一
、
拙
僧
儀
妻
ミ
ち
へ
、
本
山
修
験
道
ニ
無
之
さ
ゝ
ば
た
き
看
板
差
出
、
御
一

　
　
派
梓
神
子
ニ
紛
敷
職
業
勤
方
為
致
候
ニ
付
御
掛
合
御
座
候
処
、
吉
田
家
よ

り
神
子
免
許
申
請
候
故
勤
候
て
も
不
苦
旨
相
答
候
ニ
付
、
既
ニ
可
被
及
御

出
訴
ニ
も
処
、
拙
僧
同
町
ニ
罷
在
候
家
主
甚
助
・
清
吉
・
金
蔵
・
勘
右
衛

門
立
入
、
触
頭
大
行
院
江
茂
掛
合
之
上
取
扱
及
熟
談
候
処
、
猶
拙
僧
よ
り

吉
田
家
江
問
合
セ
候
処
、
此
方
よ
り
差
出
候
免
許
ニ
候
間
看
板
差
出
候
て

も
不
苦
旨
申
ニ
付
、
扱
人
よ
り
差
入
候
一
札
差
戻
し
呉
候
様
申
聞
候
ニ

付
、
右
之
趣
扱
人
よ
り
御
掛
合
申
破
談
ニ
相
成
候
ニ
付
、
大
行
院
并
ニ
拙

僧
被
相
手テ

取
、
先
月
十
八
日
　
御
用
番
　
松
平
伯
耆
守
様
被
及
御
出
訴

ニ
、
当
月
六
日
一
同
被
　
召
出
奉
請
御
吟
味
候
処
、
本
山
修
験
道
ニ
神
子

無
之
処
さ
ゝ
ば
た
き
等
相
勤
候
段
ハ
不
埒
之
旨
、
殊
ニ
吉
田
家
よ
り
修
験

ニ
属
し
候
妻
江
免
許
請
候
義
ハ
決
て
不
相
成
旨
、
重
キ
御
利
解
御
座
候
ニ

付
、
是
迄
心
得
違
致
居
候
義
相
辨
候
ニ
付
、
右
扱
人
を
以
熟
談
之
儀
申
入

候
処
、
早
速
御
承
知
被
下
忝
存
候
、
然
上
は
拙
僧
方
ニ
て
さ
ゝ
ば
た
き
看

板
差
出
候
ハ
勿
論
右
職
業
決
て
仕
間
敷
候
、
為
後
証
扱
人
一
同
連
印
一
札

差
入
申
所
、
依
て
如
件
、
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神事舞太夫と修験の争論（林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
手
不
動
院
触
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
行
院
触
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
所
亀
戸
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
条
院
煩
ニ
付
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
王
院
　
印

　
　
　
　
文
政
四
年
巳
六
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扱
人
　
　
　
　
甚
助
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
清
吉
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
金
蔵
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
勘
右
衛
門
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
事
舞
大
夫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
澤
之
助
殿
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
山
求
馬
殿

右
ハ
、
詫
書
六
月
十
日
ニ
差
置
申
候
、
以
上

　
　
　
差
上
申
済
口
証
文
之
事

　
神
事
舞
大
夫
頭
田
村
澤
之
助
後
見
友
山
求
馬
并
ニ
役
人
共
よ
り
幸
手
不
動
院

触
頭
元
飯
田
町
大
行
院
・
同
人
触
下
本
所
亀
戸
町
孫
兵
衛
店
三
乗
院
・
同
人

妻
ミ
ち
事
出
羽
相
手
取
、
職
業
混
雑
出
入
申
立
御
訴
訟
奉
申
上
、
当
六
月
三

日
御
差
日
之
　
御
尊
判
頂
戴
相
附
候
処
、
相
手
方
よ
り
も
夫
々
致
返
答
書
当

時
御
吟
味
中
ニ
御
座
候
処
、
御
日
延
奉
願
双
方
掛
合
之
上
、
熟
談
内
済
仕
候

趣
意
左
ニ
奉
申
上
候

一
、
大
行
院
儀
ハ
、
触
下
三
乗
院
妻
神
詫
さ
ゝ
ば
た
き
之
看
板
差
出
、
梓
神
子

　
　
と
紛
敷
勤
方
致
候
由
掛
合
有
之
候
ニ
付
、
不
相
成
旨
申
付
候
得
共
、
数
年

勤
来
候
趣
相
歎
き
候
と
て
等
閑
ニ
致
置
候
ハ
心
得
違
之
旨
申
之
、
以
来
拙

僧
触
下
ニ
て
梓
神
子
ニ
紛
敷
儀
決
て
為
仕
間
敷
候
、
致
約
定
面
々
家
職
シ
ョ
ク

相
守
可
申
筈

一
、
三
乗
院
并
ニ
妻
ミ
ち
事
出
羽
義
、
一
派
修
験
道
ニ
無
之
職
業
相
勤
殊
ニ
吉

　
　
田
家
よ
り
神
子
免
許
申
請
候
ハ
重
々
心
得
違
ニ
付
、
扱
人
を
以
及
熟
談
ニ

候
ハ
、
以
来
梓
神
子
紛
敷
儀
致
間
敷
旨
之
一
札
訴
訟
方
江
差
入
候
上
ハ
、

訴
訟
方
ニ
て
も
是
迄
修
験
道
ニ
紛
敷
勤
方
不
致
候
得
共
、
猶
又
修
験
道
ニ

紛
敷
儀
致
間
敷
旨
支
配
下
之
も
の
江
可
申
渡
筈
ニ
て
双
方
無
申
分
熟
談
内

済
仕
候
、
偏
ニ
　
御
威
光
と
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
然
上
ハ
右
一
件
ニ
付

重
て
双
方
共
御
願
ヶ
間
敷
義
決
て
申
上
間
敷
候
、
依
之
連
印
済
口
証
文
差

上
申
処
、
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
事
舞
大
夫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
澤
之
助
後
見

　
文
政
四
年
巳
六
月
　
　
訴
訟
人
　
　
　
　
　
　
友
山
求
馬
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
支
配
下
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
窪
造
酒
之
進
煩
ニ
付
代
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
本
庄
内
記
　
印
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人間文化　第23号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
鈴
木
豊
後
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
同
在
方
役
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
根
正
太
夫
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
友
山
民
部
煩
ニ
付
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
堀
江
左
京
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
手
不
動
院
触
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
手
　
　
　
　
　
　
大
行
院
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
触
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
所
亀
戸
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
兵
衛
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
乗
院
煩
ニ
付
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
王
院
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
三
乗
院
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ち
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
爪
印

　
　
　
寺
社

　
　
　
　
　
　
御
奉
行
所


